
 

 

議案第４５号 

さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例及びさい

たま市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例及びさいたま

市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２４年２月７日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例及びさい

たま市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例 

 （さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例の一部改正 

  ） 

第１条 さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例（平成

１３年さいたま市条例第１４５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 
（構成施設） （構成施設） 

第２条 グリーンヒルうらわは、次に掲げる施設を
もって構成する。 

第２条 グリーンヒルうらわは、次に掲げる施設を
もって構成する。 

  介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下
「法」という。）第８条第２７項に規定する介
護老人保健施設（以下「介護老人保健施設」と
いう。） 

  介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下
「法」という。）第８条第２５項に規定する介
護老人保健施設（以下「介護老人保健施設」と
いう。） 

 ～  ［略］   ～  ［略］  
  
（業務） （業務） 

第３条 グリーンヒルうらわは、前条各号に掲げる
施設の総合的管理その他設置の目的を達成するた
めに、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該
各号に定める業務を行う。 

第３条 グリーンヒルうらわは、前条各号に掲げる
施設の総合的管理その他設置の目的を達成するた
めに、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該
各号に定める業務を行う。 



 

 

  介護老人保健施設 法第８条第２７項に規定
する介護保健施設サービス（以下「介護保健施
設サービス」という。）並びに同条第１項に規
定する居宅サービスのうち同条第１０項に規定
する短期入所療養介護（以下「短期入所療養介
護」という。）及び同条第８項に規定する通所
リハビリテーション（以下「通所リハビリテー
ション」という。）並びに法第８条の２第１項
に規定する介護予防サービスのうち同条第１０
項に規定する介護予防短期入所療養介護（以下
「介護予防短期入所療養介護」という。）及び
同条第８項に規定する介護予防通所リハビリテ
ーション（以下「介護予防通所リハビリテーシ
ョン」という。）に関する業務 

  介護老人保健施設 法第８条第２５項に規定
する介護保健施設サービス（以下「介護保健施
設サービス」という。）並びに同条第１項に規
定する居宅サービスのうち同条第１０項に規定
する短期入所療養介護（以下「短期入所療養介
護」という。）及び同条第８項に規定する通所
リハビリテーション（以下「通所リハビリテー
ション」という。）並びに法第８条の２第１項
に規定する介護予防サービスのうち同条第１０
項に規定する介護予防短期入所療養介護（以下
「介護予防短期入所療養介護」という。）及び
同条第８項に規定する介護予防通所リハビリテ
ーション（以下「介護予防通所リハビリテーシ
ョン」という。）に関する業務 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 
  

（さいたま市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正） 

第２条 さいたま市墓地等の経営の許可等に関する条例（平成１６年さいたま市条例

第６６号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 
（設置場所の基準） （設置場所の基準） 

第２１条 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に
適合するものでなければならない。ただし、市長
が特別の理由があると認めるときは、この限りで
ない。 

第２１条 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に
適合するものでなければならない。ただし、市長
が特別の理由があると認めるときは、この限りで
ない。 

  ［略］   ［略］ 
  埋葬を行う墓地にあっては、当該墓地の境界
線から次に掲げる施設の敷地の境界線までの水
平距離が１００メートル以上であり、かつ、飲
用水を汚染するおそれのない土地であること。 

  埋葬を行う墓地にあっては、当該墓地の境界
線から次に掲げる施設の敷地の境界線までの水
平距離が１００メートル以上であり、かつ、飲
用水を汚染するおそれのない土地であること。 

ア～カ ［略］  ア～カ ［略］   
キ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第
８条第２４項に規定する介護保険施設（以下
「介護保険施設」という。） 

キ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第
８条第２２項に規定する介護保険施設（以下
「介護保険施設」という。） 

ク・ケ ［略］  ク・ケ ［略］  
 ～  ［略］    ～  ［略］   



 

 

  

附 則 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 


